
 

ポストコロナ時代の経済社会の変化対応を支援する 

事業再構築補助金公募中！！ 
引き続き注目の 『事業再構築補助金』の公募がスタートされました。この補助金は、今なおコロナの影響を受ける事業者や、

ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応した思い切った事業再構築にこれから取組む意欲ある中小企業や個人事業主等を

支援するものです。当商工会ではこれまで 30 件以上が採択されています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

商工会は補助金申請を支援しています！ 
事業再構築補助金の申請には、認定経営革新等支援機関の助言を受け自身で策定した事業計画が必要です。

高崎市群馬商工会（認定支援機関）では事業計画書の作成に係るアドバイスから、補助事業の進め方、実施報

告書の作成に至るまで伴走的にサポートいたします。ご興味のある方は、以下の QR コードを読み取り、WEB フォ

ームにて必要事項をご入力いただき、送信してください。 

なお、申請をご検討の方は２月２１日（金）までに相談依頼をお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

・申請要件や各申請類型の詳細については、商工会にお問合せください。 

・申請には「G ビズ ID プライムアカウント」の取得が必須です。申請を検討される方は早め 

の取得手続きをお願いします。 

・申請書の作成には一定程度の時間を要しますので、早めに商工会までご相談ください。 

●概      要 : 新市場進出や事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・ 

強靭化又はこれら取組を通じた規模の拡大等思い切った事業再構築を目指す中小企

業等の新たな挑戦を支援 

●申請締切日 : 第13回 令和７年３月２６日（水）18：00 

            ※本補助金の応募申請受付は今回で終了となります。 

●補助金額・補助率  ※補助金上限額は従業員規模に応じて異なります 

事業類型 補助金額 補助率 

成長分野進出枠 
通常類型 100 万円～6,000 万円 中小1/2 

（2/3※） GX進出類型 100 万円～8,000 万円 

コロナ回復加速化枠 最低賃金類型 100 万円～1,500 万円 中小3/4 

（※）短期に大規模賃上げを行う場合：事業終了時点で事業場内最低賃金＋45 円、給与支給総額＋6％ 

『事業再構築補助金』 

相談依頼申込フォームはこちら ＞＞ 

 ※ご入力頂いた連絡先へ、商工会より後日ご連絡いたします。  



＜補助対象経費＞ 

①建物費 ②機械装置・システム構築費 ③技術導入費 ④専門家経費 ⑤運搬費 ⑥クラウドサービス利用費 

⑦外注費 ⑧知的財産権等関連経費 ⑨広告宣伝・販売促進費 ⑩研修費 ⑪廃業費 

 

＜事業再構築の類型および申請要件＞ 

 申請にあたっては類型ごとに定められる要件を満たす計画を策定する必要があります。 

★必須要件：①「事業再構築」の定義に該当する事業 

         ②事業計画を認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること 

         ③補助事業終了後 3～5年で付加価値額の年平均成長率 3～5％以上増加又は従業員一人当たり付

加価値額の年平均成長率 3～５％以上増加（類型ごとに異なる） 

 

上記必須要件に加え、以下類型ごとに要件が異なります。 

事業類型 対象及び概要 要件 

成長分野進出枠 

通常類型 

・ポストコロナに対応した、成長分野へ

の大胆な事業再構築にこれから取り

組む事業者 

・国内市場縮小等の構造的な課題に

直面している業種・業態の事業者 

【市場拡大要件を満たして申請する場合】 

付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加に加え、

以下の要件をいずれも満たすこと 

①事業終了後３～５年で給与支給総額を年平均成

長率２%以上増加させる 

②取り組む事業が、過去～今後のいずれか 10 年間

で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属

している 

【市場縮小要件を満たして申請する場合】 

付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加に加え、

以下の要件のいずれかを満たすこと 

①過去～今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 

10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業 

種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施する 

②地域における基幹大企業が撤退することにより、市町

村内総生産の 10%以上が失われると見込まれる地

域に属しており、当該基幹大企業との直接取引額が

売上高の 10%以上を占める 

GX進出類型 

・ポストコロナに対応した、グリーン成長

戦略「実行計画」14 分野の課題の

解決に資する取組をこれから行う事

業者 

付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加に加え、

以下の要件をいずれも満たすこと 

①事業終了後３～５年で給与支給総額を年平均成

長率２%以上増加させる 

②取り組む事業が、グリーン成長戦略「実行計画」14

分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記

載があるものに該当する 

コロナ回復加速化枠 最低賃金類型 
・コロナ禍が終息した今、最低賃金引

上げの影響を大きく受ける事業者 

付加価値額の年平均成長率 3.0%以上増加に加え、

以下の要件を満たすこと 

①コロナ借換保証等で既往債務を借り換えている 

（任意） 

②2023 年 10 月から 2024 年 9 月までの間で、3 か

月以上最低賃金＋50 円以内で雇用している従業

員が全従業員の 10%以上いる 

 

※詳しい内容は右のQR コードより事業再構築補助金HP内の公募要領をご確認いただくか、 

商工会までお問合せください。 

高崎市群馬商工会 担当：板垣・長野（TEL：027-373-0237） 


